
 
令和元年 ６月２４日 

各部局の長 
事務局各部の長  殿 

理事（環境安全担当） 
環境安全衛生推進本部長 

上 月  正 博 
 

健康増進法の一部改正に伴う本学の受動喫煙対策について（通知） 
 

本学は、非喫煙者への受動喫煙の防止対策として、２０歳未満の学生を含め多くの方が来

学される公共性の高い場であることを踏まえ、下記１から３のとおり「キャンパス内を原則

として禁煙とする」ことを骨子とする、「名古屋大学における禁煙実施に関する当面の指針

等について」を定め、平成２３年４月１日から実施しているところです。 
今般、望まない受動喫煙の防止を目的とする「健康増進法の一部を改正する法律」（平成

30 年法律第 78 号）が公布され、学校を含む第一種施設の施行期日が令和元年７月１日であ

ることを踏まえ、受動喫煙対策を一層推進するよう文部科学省から周知がありました。 
これを受け、本学の指針等の一部改正を行うとともに、指定喫煙場所の総点検を実施する

など、受動喫煙対策を強化しました。 
つきましては、本学の受動喫煙対策について、改めて貴部局の教職員、学生等の関係者に

周知をお願いするとともに、適切にご対応いただけますようご協力をお願いします。 
 
記 
 

１．キャンパス内は、禁煙（屋外指定喫煙場所を除く）とします。 
※鶴舞キャンパス及び大幸キャンパスは、全面禁煙 
※個人の居室等及び自動車内も対象 

 
２．屋外喫煙場所は、許可を受けた場所のみを指定します。 
 
３．喫煙者には、禁煙外来の紹介など禁煙の支援を行います。 

 
この指針等により喫煙対策を段階的に進め、できるだけ早い時期の全面禁煙へ移行する

ことを目指しています。 
 





 参考 １ 

0160826B
長方形





an-eisei
テキストボックス
参考 ２









2019 年 4月 1日現在

◎ 指定喫煙場所は、図中 に示すとおりです。
◎ は、豊田講堂でのイベント開催時のみ使用可能。

普段は灰皿等は設置しておりません。
◎ 指定喫煙場所には右図のような看板が設置してあります。
◎ 建物内および歩行喫煙は禁止です。
◎ 学内外問わず、マナーを守って喫煙してください。
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